
 

 

 

 

 

新道区地域協議会事務局 

上越市地域政策課 中部まちづくりセンター 

所在地：上越市木田 1-1-3（市役所第 2 庁舎２階） 

電 話：025-526-1690 ／ FAX：025-520-5852 

E-mail：chubu-machi@city.joetsu.lg.jp 

 

「地域協議会だより」は、協議会委員の活動状況を

お知らせするため、年 3、4 回発行しています。 

 

 

 

地域協議会の活動状況   「たより」のバックナンバー 

 

第 5期新道区地域協議会がスタートしました 

 4月に地域協議会委員が改選され、全市で新たに 380名が選任されました。 

 新道区では 14名の委員が選任され（定員 14 名）、5 月 8日にリージョンプラザ上越で開

催された「地域協議会委員 任命書交付式」で、中川市長から任命書を手渡されました。 

 任期の令和 6年 4月 29日から令和 10年 4月 28日までの 4年間、地域の声を聴き、地域

を学び、いろいろな角度から考え、自由に話し合える協議会となるよう努めていきます。地

域の皆さんからのご支援をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちが第 5期新道区地域協議会委員です 

6月 10日（月）に、第 1回新道区地域協議会を開催しました。 

 会長と副会長の選任後、今後の地域協議会の運営方法等について協議しました。 

今期の会長は、前期に引き続き船
ふな

﨑
ざき

聡
さとし

委員（前列中央）、副会長は池亀
いけがめ

憲
けん

五
ご

委員（前列左

から 2番目）と横山
よこやま

明夫
あ き お

委員（前列右から 2番目）が務めます。 
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田木辰夫 委員 

初めて地域協議会委員に任命されました。

新道区発展のため、微力ながら頑張りたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船﨑 聡 会長 

 

委員の皆さんに、意気込みや抱負などを聞きました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉田榮作 委員 

此の度、町内会長の依頼を受けて委員に選任されました。 

地域の活性化等に少しでも役に立ちたいと思います。宜しく

お願い致します。 

山本芳子 委員 

初めて地域協議会の委員に任命されました。 

他の委員の皆様と協力してよりよい新道地区と

なりますよう努力していきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

草間貞二 委員 

新道地区が、安心して住みよい地域とな

りますように、微力ながら頑張りますので、

よろしくお願いします。 

佐藤正春 委員 

新道区に存在する多様な組織について、地域住民との関係性やその取り組みが、地域協

議会としてどのように関わり、地域に貢献できているか否か、その在り方も含め協議をし

ながら考えて参りたいと思います。 

南保治一 委員 

地域協議会委員に任命されました。 

新道地区の発展に貢献出来るように

したいと思います。 

宜しくお願いします。 

横山明夫 委員 

2 期目の委員に任命されました。 

新道区がますます住みよく、活気のある地域となりますよう、皆様と

連携協力しながら、微力ながら委員の役割を果たしていく所存です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

2 期目の会長を仰せつかりました、会長の船﨑と申します。 

新道地区には多様な課題があると思いますが、地域協議会

委員として微力ながら新道地区の発展のために努力したい

と考えていますのでよろしくお願い致します。 



千町健実 委員 

前期に引続き、新道区全域枠で発信出来る様、

微力ながら頑張る所存。 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域協議会を傍聴してみませんか？ 
14名の委員が、地域のことを学び、考えながら、課題解決について話し合います。 

協議会はおおむね月 1回開催する予定です。傍聴は申込不要ですが、定員 5名で、どな

たでも傍聴できます。 
 

基本の日程 
第 4火曜 

午後 6時 30分から 

主な会場 新道地区公民館 

 

第 2回新道区地域協議会 

日時：７月 23 日（火）18:30 から ／ 会場：新道地区公民館集会室 

内容：前期委員からの申し送り事項、今後のスケジュールについて等 

 

会議の開催日程は決まり次第市のホームページでお知らせします。表紙の二次元コードをご利用ください。 

 

池亀憲五 委員 

稲田に住んでまもなく 40 年にな

りますが、初めて委員に任命されま

した。 

新道地区のまちづくりの課題を

皆様と早く共有し、地域の発展のた

め努力しますのでよろしくお願い

します。 

塚田藤夫 委員 

今回初めて新道区地域協議会委員に任命され

ました。 

各委員の皆さんと協力し合って新道地区を安

全で住みよい地域づくりに少しでも微力ながら

お役に立てるように、頑張りたいと思います。 

越水英仁 委員 

初めて新道区地域協議会委員に任命されました。 

不安ではありますが、新道区の「安全・安心で住み

よい環境づくり」に貢献できるよう、他の委員の皆様

と協力し、お役に立てるよう努めたいと思います。 

横田馨 委員 

現在、私たち地域を取り巻く環境は少子高齢

化と気候変動などの日々の生活は大変厳しく

なっています。 

地域生活の少しでも改善に向け「なぜ・なぜ」

の精神でより良い街づくりに取り組みたいと

思います。 

どうぞ宜しくお願いします。 

渡邉のぶ子 委員 

新道地区活性化の為、皆様がこの地

域をどのように良くしていきたいかと

いう意見をお伺いし、皆様と共に、安全

安心で活力溢れる新道地区にしていき

たいと思っております。 



詳しくは、市 HP をご覧ください 

検索 上越市 「地域独自の予算事業」の概要 

皆さんの活動を 

応援します！ 

 

 

 

 

 

「地域独自の予算事業」は、地域の課題を解決し、活力の

向上を図るため、地域の団体や地域協議会などが提案する

取組を、地域と市が一緒になって実現していくものです。 

取組を提案したい団体や、関心がある団体は、下記スケジ

ュールを参考に、まずは中部まちづくりセンターへご相談

ください。提案のための様式（エントリーシート）は、ご相

談いただいた際にお渡しします。 

 

提案期限、補助率上限は事業開始時期によって異なります 

事業開始時期 提案期限 
補助率

上限 
提案期限までのスケジュール 

令和元年度から令和 4 年

度に「上越市地域活動支

援事業」の活用あり 令和 6 年 9 月末 

9 割 

①提案したい取組の相談 

➡まちづくりセンターへの相談 

②資料の作成、収集 

➡“エントリーシート”の作成、見積書、周辺地

図や写真などの用意 

③資料提出 

➡まちづくりセンターへ提出 

令和 5・6 年度新規 

7 割 

令和 7 年度新規 令和 6 年 8 月末 

※提案実績のある団体であっても、新たな事業は「令和 7 年度新規」となります 

 

9 月 令和 7 年度予算編成資料作成 

市で行います ▶ 令和 7 年４月以降 
令和 7 年度事業実施 

10 月～ 予算編成 

3 月 議会審議…予算成立 

   

令和 6年度新道区の「地域独自の予算事業」の活用事例 
新道区では、2団体 2事業が活動中です。 

6 月 1 日に「新道地区活性化委員会」が地域の医療機関を中心

に、また翌週には「稲田むすぶプロジェクト」が中央橋の花壇に

それぞれ植栽活動を行い、新道区が花でいっぱいになりました。 
 
 
 
 
 
 
 

晴天が続く中、どちらも

日々の水やり等の管理が課

題です。ご協力いただける方

はぜひお願いします！ 

地域独自の予算事業を活用した 

取組の提案受付中！ 

令和７年度予算分の受付は 

新規事業 8月末、継続事業 9月末まで 


